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１．ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技の趣旨 

 

 奈良は、この地に「平城京」が開かれて以来の歴史的・文化的資源を今においても数多く

残し、年間１３００万人の観光客が訪れる一大観光地です。 

 その中で、市の中央市街地ゾーンには、県庁所在地としての行政機関や各種の文化施設、

商業地等が集積しており、地域として観光振興と産業の活性化に取り組んでいます。 

特にＪＲ奈良駅周辺地区は本市の玄関口ともいうべき地区であり、都市機能を向上させる

ような魅力的な土地利用が望まれています。 

このような立地にあるＪＲ奈良駅西側市有地については、過去に大型ホテルを誘致する構

想を発表しており、宿泊施設としての土地利用が求められています。 

以上のことから、ＪＲ奈良駅西側市有地の有効利用を図るために、第一に宿泊施設として、

次いで商業施設等として、民間活力による開発事業計画について提案を募り、併せて提示さ

れた買受希望価格から総合的に判断し、最も優れた提案を行った者に土地を売却することと

いたします。 
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２．提案競技の概要 

 

（１）提案競技名称 

ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技 

 

（２）提案競技内容 

本要項に定める開発条件等に基づき提案した開発事業を実施するために、（３）に掲げ

る土地（以下「本件土地」といいます。）を取得する事業者を募集します。 

 

（３）売却対象地 

   所在地番及び面積等 

所在 地番 地目 
面積 

公簿（㎡） 実測（㎡） 

奈良市三条本町 1097 宅地 2,544.94 2,544.94 

 

   ※詳細については、本要項１１ページの「６．売却対象地」に記載しています。 

 

（４）最低処分価格 

   ６億８，３００万円 

 

（５）最優秀提案者等の選定方法 

   ・開発事業計画の提案及び本件土地の買受希望価格を提示していただきます。 

・提案された開発事業計画の内容と買受希望価格について、本要項１３ページ「８．

審査」に基づき、ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技審査委員会（以下「審査委員

会」という。）において審査し、総合的に評価を行って最優秀提案者及び優秀提案者

（次点者）を選定します。 

 

（６）契 約 

・最優秀提案者と本件土地の売買契約を締結します。 

・開発事業計画の実行を担保するため、本件土地の売買契約には買戻しの特約を付す

ることとしており、所有権移転登記と同時に買戻特約の登記も行います。 

・買戻し期間は１０年とし、提案した開発事業計画に基づく分譲等が行われる場合は、 

買受者の請求により、適宜買戻特約の登記を抹消します。 
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（７）スケジュール 

   ①募集要項の公表・配布           平成２６年１月１０日（金） 

                                                     ～２月 ５日（水） 

   ②質疑書の受付               平成２６年１月１０日（金） 

                                                     ～１月２４日（金） 

③質疑への最終回答更新予定日        平成２６年１月３１日（金） 

   ④応募申込書等の提出             平成２６年２月 ６日（木） 

                                ～２月１０日（月） 

   ⑤活用提案書の提出             平成２６年２月１８日（火） 

                                ～２月２０日（木） 

   ⑥応募者によるプレゼンテーション       平成２６年３月１日（土）（予定） 

   （応募者が７者を超える場合は、書類審査を平成２６年２月下旬に予定） 

   ⑦最優秀提案者及び優秀提案者の決定     平成２６年３月上旬（予定） 

   ⑧売買契約締結及び契約保証金納付      平成２６年３月中旬（予定） 

   ⑨売買代金納付               平成２６年３月２５日（火）まで 

   ⑩引き渡し                   平成２６年３月下旬（予定） 

 

  ※売買代金納付確認後に所有権移転登記をします。 

   

（８）問合せ先 

  〒６３０－８５８０ 

  奈良市二条大路南一丁目１番１号 

総務部 管財課（市役所北棟５階） 

TEL   ０７４２－３４－４７２４ 

FAX   ０７４２－３４－４９９６ 

    E-Mail  kanzai@city.nara.lg.jp 

総合政策部 行政経営課（市役所北棟６階） 

    TEL   ０７４２－３４－５６０９ 

    FAX   ０７４２－３４－５６１４ 

    E-Mail  gyoseikeiei@city.nara.lg.jp 
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３．応募者の資格 

 

応募者は、法人に限るものとし、①～⑤までの要件を全て備えていることが必要です。な

お、複数の法人が共同で応募する場合において、①～④については全ての構成員が、⑤につ

いては本件土地の所有者となる構成員がそれぞれ要件を備えていることが必要です。 

また、１つの法人が複数の応募をすることはできません。 

 

※共同で応募する場合は、本件土地の所有者となる構成員から代表法人を定めてください。 

 

 ①応募者自ら本件土地を取得し、活用すること。   

  ・本件土地の共有を目的とした共同応募は可能です。 

  ・所有者と活用者（建物表示登記時の表題部所有者等）が異なることとなる場合又は本

件土地若しくは本件土地上の建物等を共有することとなる場合は、全ての法人を共同

応募者の構成員としてください。 

  ・本件土地を取得したものが、住宅部分を居住者に分譲する等必要と認められる場合以

外、本件土地の所有権を第三者に移転することは禁止します。 

 

 

 ②本件土地の取得及び開発事業の実施に必要な知識、経験、資格、技術力、資金及び社会

的信用を備えている者   

  

 

 ③地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４及び奈良市契約規則（昭

和４０年奈良市規則第４３号）第３条の規定により、本市において一般競争入札の参加

資格がないと判断される者に該当しないこと。 

 

 

 ④公租公課を滞納していない者   

 

 

 ⑤平成２６年３月２５日（火）までに売買代金の納付が可能である者 
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４．募集の手順 

 

（１）募集要項の配布及び資料の供覧 

  ・配布期間  平成２６年１月１０日（金）から平成２６年２月５日（水）まで 

（土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

         午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  ・配布場所  市役所北棟５階 管財課 

  ※募集要項等は、本市ホームページにも掲載しています。 

   （http://www.city.nara.lg.jp/） 

 

（２）質疑書の受付 

  ・受付期間  平成２６年１月１０日（金）から平成２６年１月２４日（金）まで 

  ・本提案競技に関して質疑のある方は、受付期間内に、所定の様式（様式１）に必要事

項を記入して、持参、送付、ＦＡＸ又はＥメールにて管財課に送信してください。送

付（郵便又は信書便）、ＦＡＸ、Ｅメールで提出した場合は、必ず電話で着信確認を行

ってください（土日・祝日を除く。午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時

まで）。 

  ※電話等による口頭での質疑はお受けしません。また、この期間以外の質疑も受け付け

ません。 

 

（３）質疑への回答 

・質疑受付期間中、受け付けた質疑に対する回答を随時本市ホームページに掲載します。 

   質疑者個別には、回答しません。 

・最終回答更新予定日  平成２６年１月３１日（金） 

   

（４）応募図書Ａ（応募申込書、構成員調書、宣誓書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書、

応募者に関する資料）の提出 

  ・提出日時  平成２６年２月６日（木）～２月１０日（月）（土日・祝日を除く） 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

  ・提 出 先  市役所北棟５階 管財課 

  ・応募図書は、部数をそろえて、必ず持参により提出してください。郵便、信書便、Ｆ

ＡＸ、Ｅメールでの提出は受け付けません。 

  ※提出する書類の内容は、本要項８ページ「５．応募図書 Ａ」を参照してください。 

  ※構成員調書提出後の構成員の追加や変更はできませんので、ご注意ください。 

 

（５）応募図書Ｂ（活用提案書、買受希望価格書）の提出 

  ・提出日時  平成２６年２月１８日（火）～２月２０日（木）  

         午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 



- 6 - 

 

  ・提 出 先  市役所北棟５階 管財課 

  ・応募図書は、部数をそろえて、必ず持参により提出してください。郵便、信書便、Ｆ

ＡＸ、Ｅメールでの提出は受け付けません。 

  ※提出する書類の内容は、本要項９ページ「５．応募図書 Ｂ」を参照してください。 

 

（６）応募者によるプレゼンテーション 

  ・実施日  平成２６年３月１日（土）（予定） 

  ・会場、開始時間等プレゼンテーションの実施方法は、別途通知します。 

   ※応募者が７者を超える場合は、審査委員会による書類審査を２月下旬に行います。

その場合、書類審査を通過した応募者のみプレゼンテーションを行うこととなりま

す。 

・応募図書に関して、審査委員会から応募者に説明を求めます。 

  ・共同応募者の場合は各構成員から１人以上出席し、各構成員の財務状況について説明

できる方も出席してください。なお、構成員でないコンサルタント等からの説明も認

めます。 

  ※プレゼンテーション時に事業計画に関する追加資料を提出することは、認められませ

ん。 

 

（７）最優秀提案者及び優秀提案者の決定 

  ・本要項１３ページ「８．審査」に基づき、提案された開発事業計画の内容及び買受希

望価格を審査し、総合的に評価を行って最優秀提案者及び優秀提案者を選定します。 

  ・最優秀提案者及び優秀提案者は、平成２６年３月上旬に決定する予定です。審査結果

は、全ての応募者に書面にて通知します。共同応募者には、その代表法人に通知しま

す。 

  ※審査結果によっては、審査委員会より条件が付与されることがあります。その場合は、

その条件を承諾することにより、最優秀提案者及び優秀提案者に決定されることにな

ります。 

  ※審査結果は後日発表しますが、審査に対する質疑や異議には応じません。 

 

（８）最優秀提案者との協議 

  ・本市と最優秀提案者が協議し、提案内容や契約内容に関する調整を行います。 

 

（９）最優秀提案者との契約締結及び契約保証金の納付 

  ・最優秀提案者には、平成２６年３月中旬までに売買契約を締結していただきます。 

  ・本契約の当事者は、本件土地の所有者となる者になります。 

・契約書の内容については、本要項１６ページ「９．売買契約の特記事項」を参照して

ください。 

  ・契約締結と同時に契約金額の１０％に当たる契約保証金を納付していただきます。た
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だし、奈良市契約規則第２３条第２項に該当する場合は、契約保証金を免除します。 

・最優秀提案者が何らかの理由で本市と契約を締結できなくなった場合は、優秀提案者

と契約を締結します。 

 

（10）買戻し 

  ・提案した開発事業計画と異なる計画がなされ、その修正が不可能であると本市におい

て判断した場合及び提案した開発事業計画と異なる内容で事業が実施されると本市に

おいて判断した場合など、売買契約の趣旨を逸脱するおそれがあると認められるとき

は、本件土地の買戻しを行います。 

  ・また、本市が適正ではないと判断した土地又は建物の所有権移転が行われた場合も、

本件土地の買戻しを行います。 

   

（11）売買代金の納付及び所有権移転 

  ・本件土地の売買代金は、市が発行する「納入通知書兼領収証書」により納付してくだ

さい。 

  ・納付期限は平成２６年３月２５日（火）までとします。 

  ・契約保証金は、売買代金に充当いたします。 

  ・所有権移転時期は売買代金の支払いが完了した時とし、売買代金の支払いが確認され

た後に所有権移転登記及び買戻特約登記を市が嘱託により行います。 

  ※審査委員会の審査及び契約の締結は、開発事前協議及び建築確認等の手続きとは一切

関係がありません。事業の実施に向けた関係機関との協議や手続きは、事業者の責任

において実施してください。 

 

（12）土地の引き渡し 

  ・本件土地は、現状有姿で引き渡します。 

   ただし、ゲート式駐車場機器は、市で除去します。 
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５．応募図書 

 

 応募の際には、以下の応募図書を所定の様式により、必要部数を揃えて提出してください。 

 

Ａ．平成２６年２月６日（木）～２月１０日（月）に提出する応募図書 

 

（１）応募申込書（様式２）  １部 

  ※共同応募においては、本件土地を所有することとなる構成員の中から代表法人を定め、

その者が申し込んでください。 

 

（２）構成員調書（様式３）  １部 

  ※構成員１法人ごとに１部ずつ作成してください。 

  ※共同応募の場合にのみ提出してください。 

 

（３）宣誓書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書（様式４）  １部 

  ※構成員１法人ごとに１部ずつ作成してください。 

 

（４）応募者に関する資料  正本１部及び副本１部（副本については、コピーで可） 

  （共同応募の場合は、全ての構成員の資料を提出してください。） 

  ①履歴事項全部証明書（当該法人の現状に合致したもの） 

   ・提出後に変更があった場合は、速やかに差し替えてください。 

・プレゼンテーション実施時点で変更事項が未登記の場合は、変更内容を証する書類

を速やかに提出してください。 

  ②法人の定款の写し（プレゼンテーション実施時点での現状に合致したもの） 

  ③法人概要書（様式自由 企業の事業実績・概要等が分かる案内パンフレット等） 

  ④事業実績に関する調書（様式自由 今回提案する土地活用に関係する事業実績を中心

に、Ａ４版に簡潔に整理してください。） 

  ⑤過去３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書（及び試算書）、株主資本等変動計算

書、法人税申告書の写し（税務署受付印押印済みのもの）） 

   ※子会社又は関係法人のある法人は連結財務諸表、親会社のある法人は親会社の連結

財務諸表も提出してください。 

   ※有価証券報告書を作成している法人は、当該報告書も併せて提出してください。 

  ⑥納税証明関係（平成２４年度分） 

   次の証明書又は滞納がないことの誓約書（様式自由）を提出してください。ただし、

誓約書を提出した法人が最優秀提案者となった場合は、契約までに次の証明書を提出

してください。 

・国税（法人税及び消費税）に係る納税証明書（その１） 
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   ・本店所在地の都道府県税に係る納税証明書及び奈良県内に支店又は事業所等が存在

する場合は奈良県税に滞納がないことを証明する証明書（法人都道府県民税、事業

税及び不動産取得税） 

   ・本店所在地の市町村税に係る納税証明書及び本市内に支店又は事業所等が存在する

場合は本市税に滞納がないことを証明する証明書（法人市町村民税、固定資産税及

び都市計画税） 

  ⑦法人代表者（代表権のある支配人が法人の代表者として契約する場合には、その支配

人のもの。以下同じ。）の印鑑証明書（発行後３ヶ月以内） 

  ⑧取引銀行における平成２６年１月１日以後の預金残高証明書等一括納付による売買代

金支払能力を確認できる資料（本件土地の所有者となる構成員についてのみ必要） 

    

Ｂ．平成２６年２月１８日（火）～２月２０日（木）に提出する応募図書 

 

（１）活用提案書     １０部 

※全ての書類は原則Ａ４判の大きさで作成し、１冊に綴じてください。 

 ②の施設計画書等Ａ３判で作成した資料は、Ａ４判の大きさになるように折り込んで

綴じてください。 

  ※表紙には、応募者の名称（共同応募の場合は、全ての構成員の名称）を明記してくだ

さい。 

 

  ①提案趣旨書（様式５） 

   ※開発コンセプト、土地活用、施設計画（住宅の場合は、住宅タイプ、対象居住者な

ど）等の基本方針等を総括的に記載し、本要項１５ページ「８．審査（４）提案内

容に関する審査項目」を参考にアピールしたい点を挙げてください。 

   ※枚数は、必要に応じて増やしてください。ただし、全体で１０枚以内（Ａ４判の大

きさで１枚とカウント）となるようにしてください。 

   ※文字の大きさを「10.5」で統一してください（手書きは不可とします）。 

※提案計画立案に際し実施したマーケットリサーチ等の内容が分かるものがあれば、

添付してください。様式及び枚数は、問いません。 

 

  ②施設計画書（様式自由） 

   ※図面等の縮尺等は指定のとおりとし、必ずしも詳細な建築図面は必要としませんが、

提案内容が分かるように、できるだけ分かりやすく表現してください。 

   ※図面等は、Ａ３判の大きさで１０枚以内にしてください。 

   ※必要があれば、図面中に説明文を入れてください。随時、補足説明図を入れてもか

まいません。 

   （ア）施設内容説明書 

（イ）敷地利用・配置計画図（Ｓ＝１／５００） 
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（ウ）土地利用・建物利用面積表（Ｓ＝１／５００） 

（エ）各階の平面図、立面図（Ｓ＝１／５００） 

（住宅の場合は、代表的な住戸の間取り図。１階平面図には外構計画も記載して

ください。） 

（オ）動線計画図（Ｓ＝１／５００） 

（カ）イメージスケッチ 

   （周辺を含む全体が分かる視点で、２面以上作成してください。） 

（キ）その他、アピールしたい事項を説明した書類・図面等 

 

  ③事業計画書（様式自由） 

   （ア）事業執行体制説明書 

     （本件土地及び本件土地上の建物所有者、工事施工者、施設管理者、建物利用者、

入居テナント等について、予定している範囲で明確に記載してください。） 

（イ）土地建物権利計画書 

  （平成３６年３月までの本件土地及び本件土地上の建物等に係る所有権やその他

の権利設定計画を記載してください。） 

  ※不動産証券化のための特定目的会社への権利移転等を計画している場合は、必

ず明記してください。 

（ウ）事業スケジュール 

  （本件土地引き渡し以降の諸手続き、施工計画、販売・入居時期等について、記

載してください。） 

（エ）施設管理運営計画書 

  （施設の管理や共用部分の所有・管理形態等を具体的に記載してください。） 

（オ）事業収支計画書 

  （概算事業費、資金調達及び回収計画等を記載してください。） 

  （共同応募の場合は、各構成員の資金計画が分かるものを提出してください。） 

（カ）その他、事業計画に関してアピールしたい事項を説明した書類等 

 

（２）買受希望価格書（様式６）     １部 

  ・最低処分価格未満の金額を記載したものは無効とし、その提出者は失格とします。 

 

※Ａ及びＢに定めるものの他、審査委員会が必要と認める書類の提出を求める場合があり

ます。 

 ※１の応募者につき、１つの提案とします。 

 ※応募に係る一切の費用については、全て応募者の負担とします。 

 ※応募図書は、返却いたしません。 

 ※応募図書に係る著作権は各応募者に属しますが、公文書公開等の必要性から、応募図書

や応募内容を公表する場合があります。 
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６．売却対象地 

 

（１）所在地番及び面積等 

所在 地番 地目 
面積 

公簿（㎡） 実測（㎡） 

奈良市三条本町 1097 宅地 2,544.94 2,544.94 

（２）用途地域、その他の規制等 

商業地域 

４０ｍ高度地区、防火地域、奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する

条例（平成２年奈良市条例第１３号）第２条の適用地域  

（３）指定建ぺい率／指定容積率 

８０％／６００％ 

※容積率は、前面道路幅員により制限を受けますので、実効容積率等詳しくは関係部

局へお問合わせください。 

（４）現在の土地の状況 

  ・接道の状況は、 

   北側：市道中部第 639 号線の駅前広場に接している。 

   南側：民有地に接している。 

   東側：民有地に接している。 

  西側：幅員約 25ｍの舗装市道（中部第 639 号線）に接している。 

（５）埋蔵文化財 

   本件土地は文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地に該当していますので、工事を行

う場合は届出が必要です。 

（６）土壌汚染 

   本件土地は、土壌汚染対策法に基づく指定区域には指定されていません。 

なお、平成２０年１月の土壌汚染調査では、土壌汚染対策法に示される特定有害物質

については、全調査地点において基準値以下という結果が出ています。 

資料については、管財課において開示します。 

（７）産業廃棄物 

   本件土地には、産業廃棄物（石炭の燃えがら及び旧国鉄施設基礎のコンクリート塊）

等が埋まっている可能性があります。 

   埋まっている可能性がある主な箇所は、本件土地西側部分の地上から地下約２ｍの範

囲で、総量は約２，０００㎥と推定しています。算定方法は次のとおりです。 

面積（2,545 ㎡）×産業廃棄物厚層（2.04ｍ）－処分済み産業廃棄物量（3,209.6 ㎥） 

資料については、管財課において開示します。 

（８）その他 
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 その他の注意点については、「７．開発の条件等」や「９．売買契約の特記事項」をご

覧ください。また、応募者ご自身でも内容を再度ご確認ください。 

 

７．開発の条件等 

 

 本件土地の開発・利用に際しては、次の条件を遵守及び配慮してください。 

 

（１）関係法令（本市の条例等を含む。）の遵守 

   ・本件土地における開発事業に関し、適用される関係法令は遵守してください。 

（２）着工期日 

   ・本件土地取得後３年以内に着工してください。 

（３）土地利用の方針 

   ・１ページ「１．ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技の趣旨」に既述のとおり、第一

に宿泊施設として、次いで商業施設など観光拠点の創造や都市機能の向上に繋がる

土地利用を中心に、広く提案を求めます。 

    ※マンション単独という用途は不可とします。 

   ・住宅を整備する場合には、良好な居住環境を確保するように努めてください。 

   ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業の

使用は、認めません。 

   ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団の用途での使用は認めません。 

   ・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条に規定する観察処分を受けた団体の用途での使用は認めません。    

（４）長期的、恒常的な土地・建物利用 

   ・本件土地及び本件土地上の建物等の利用については、短期的、暫定的なものではな

く、長期的、恒常的なものとしてください。 

（５）地域の街並みや景観への配慮 

   ・本件土地の所在する地域の自然景観及び地域内景観に十分配慮した提案を行ってく 

ださい。 

（６）ユニバーサルデザイン、防災、防犯への配慮 

   ・本件土地整備後の敷地や施設は、ユニバーサルデザイン、防災や防犯に関し、でき

るだけ法的基準を超えた水準により整備してください。 

（７）周辺の既存建築物への配慮 

   ・本件土地の周辺には、市民ホール、教育センター、保健所、保育所その他の公共施

設や住宅等の既存建築物が立地しています。これらの既存建築物の環境等への影響

にもできるだけ配慮してください。 

（８）その他 
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・本件土地における開発事業に関し、本市の求めに応じ、計画や施工に関する協議や

調整を行うとともに、近隣等への説明は買受者の責任において十分に実施してくだ

さい。 

      

  ※本市の条例・規則等については、本市ホームページに掲載しています。 

 

８．審査 

 

（１）審査方法 

① ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技は、本件土地の売却先となる法人を公募し、一般公

募型提案競技により決定します。 

 

② 一般公募型提案競技においては、本市職員で構成する審査委員会が提案された開発事業

計画の内容及び買受希望価格について審査を行い、総合的に評価を行って最優秀提案者

及び優秀提案者を選定することとし、その結果を市長に報告します。 

   市長は、最優秀提案者と本件土地の売買契約を締結します。 

 

③ 審査委員会の会議は非公開としますが、審査の結果については後日公表します。 

 

  ※事前に委員と本提案競技に関し接触を持ち、又は持とうとした者の関係応募者は、失

格とする場合があります。 

 

（２）最優秀提案者及び優秀提案者の決定方法 

   最優秀提案者及び優秀提案者の決定方法は、次のとおりとします。 

 

Ａ．適格性の確認 

 ①応募資格の適格性の確認 

  審査委員会は、応募図書に記載された内容が本要項４ページ「３．応募者の資格」を満

たすことを確認します。資格不備の場合又は虚偽の記載がある場合は、失格とします。 

 

 ②法令等の適格性確認 

  審査委員会は、応募図書に記載された内容が関係する法律や条例に抵触しないことを確

認し、明らかに抵触している場合は失格とします。 

 

 ③開発条件の確認 

  審査委員会は、応募図書に記載された内容が本要項１２ページ「７．開発の条件等」に

定められた条件を遵守しているかを確認し、明らかに遵守していないと判断する場合は失

格とします。 
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Ｂ．提案内容の審査 

  提案内容の審査は、応募図書に記載された内容について、ヒアリングをもとに審査委員

会が委員の合議により行います。採点は審査項目ごとに行い、その合計点を各応募者の提

案内容の得点とし、上位２者を最優秀提案者及び優秀提案者として選定します。 

  ただし、提案書の提出が７者を超えた場合は、まず書類審査を行って採点をし、得点の

上位７者を選びます。その上で、当該７者についてのみヒアリングを行う２段階審査を行

います。 

 

（３）最優秀提案者及び優秀提案者決定の手順 

   応募者からの提案等に対する審査及び事業予定者決定の手順は、次の流れにより行う

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募図書Ａ(応募申込書等)の提出 
 ２月 ６日 

～２月１０日 

応募図書Ｂ(活用提案書等)の提出 

最優秀提案者及び優秀提案者の決定 

審査及び選定結果の公表 

売買契約締結 

売買代金納付・所有権移転 

引き渡し 

 ３月 １日 

３月２５日まで 

 ３月下旬 

応募者のプレゼンテーションの実施 

(応募者が７者を超える場合は、事前に書類審査)

  ３月上旬 

  ３月中旬 

  ３月中旬 最優秀提案者と計画内容や契約内容の確認 

 ２月１８日 

～２月２０日 
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（４）提案内容に関する審査項目 

 

   提案内容に対して審査する項目は、次のとおりとします。 

   なお、評価基準は「７．開発の条件等」の内容に基づくものとします。 

 

              審査項目 配点 

① 観光振興及び商業振興への寄与 30/100 

 

 

 

 施設の種類により、次の採点評価とします。 

 １．宿泊施設を含むもの…最大 30 点 

 ２．宿泊施設を含まないもの…最大 15 点 

② 施設配置計画及び建築計画 15/100 

 

 

 

 ・施設配置・外構計画、平面計画・動線計画の適切性 

・道路や外部空間との関係の適切性 

・景観、ユニバ－サルデザイン、環境への配慮 

③ 事業計画・管理運営及び実施体制・事業遂行能力 15/100 

 

 

 

 ・事業計画・運営計画の適切性 

・財務の健全性・安全性、資金調達の確実性 

・同種、類似事業に係る実績 

④ 買受希望価格  40/100 

  ６億８，３００万円以上の価格とする。 

最高価格を 40 点とし、他の者の得点は 40 点×その者の価格÷最

高価格とします（小数点第３位を四捨五入するものとする）。 
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９．売買契約の特記事項 

  最優秀提案者と締結する売買契約においては、次の特記事項を記載します。 

 

（１）事業実施における提案内容を遵守すること。 

（２）事業スケジュールを遵守すること。 

（３）平成３６年３月までは、提案書に記載されたもの以外の所有権移転及び権利設定を禁

止すること。 

（４）本件土地の引き渡し後３年以内に提案した開発事業計画に従い、着工すること。 

（５）買受者の責任で近隣住民等との調整を行うこと。 

（６）平成３６年３月までは、本市の求めに応じて、報告及び協議の義務があること。 

（７）契約締結に要する費用及び登記（買戻特約抹消登記を含む。）に係る登録免許税は、買

受者負担とすること。 

(８) 買受者が不正な手段により契約を締結した場合又は買受者が契約に基づく債務を適正

に履行できないと本市において判断した場合には、契約を解除することがあること。 

（９）本市が契約を解除した場合における買受者の違約金（売買代金相当額の３０％）支払

義務を規定すること。 

（10）本市が契約を解除した場合における買受者の賃貸料相当損害金（売買代金に年率４％

を乗じて得た額）支払義務を規定すること。 

（11）所有権移転登記と同時に買戻特約の登記を行い、施設完成後、本提案競技の趣旨に基

づいた履行がなされていると本市が判断したときに、買戻特約登記を抹消すること。 

(12) 本市は、本件土地に関する瑕疵担保責任を負わないこと。特に１１ページ「６．売却

対象地（７）産業廃棄物」に記載している総量は、あくまで推計値であり、これを超

える産業廃棄物が埋蔵されている場合においても、本市は瑕疵担保責任を負わないこ

と。 

（13）産業廃棄物の処理費用は、買受者の負担とすること。 
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（様式１） 

ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技 

質  疑  書 

平成  年  月  日 

奈良市長 仲川 元庸 様 

 

応募者名 

（代表法人） 

（法人名） 

 

（代表者） 

 

連絡担当者 （法人名） 

 

（所属部署） 

 

（担当者名） 

 

（所在地）〒 

 

（電話番号） 

 

（ＦＡＸ番号） 

 

（電子メールアドレス） 

 

 

 

＜質疑内容＞ 
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（様式２） 

ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技 

応 募 申 込 書 

平成  年  月  日 

奈良市長 仲川 元庸 様 

 

 

本事業の募集要項の内容に基づき、応募申込みします。 

 

なお、弊社（共同応募者の場合は全ての構成員）が本事業の募集要項に掲げる申請の資格を

満たしていることを申し立てるとともに、奈良市が申請の資格の確認のために、関係する機

関に照会することを承諾します。 

 

応募者名 

（代表法人） 

（法人名） 

 

（代表者） 

                           印 

（所在地）〒 

 

（電話番号） 

 

 

 

代表法人を除く構成員数 

（提出している構成員調書の枚数） 

 

 

 ※法人代表者印は、印鑑証明と同じ印を捺印し、印鑑証明書及び履歴事項全部証明書も提

出してください。 

 

代表法人の 

連絡担当者 

（所属部署） 

 

（担当者名） 

 

（所在地）〒 

 

（電話番号） 

 

（ＦＡＸ番号） 

 

（電子メールアドレス） 
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（様式３） 

ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技 

構 成 員 調 書 

平成  年  月  日 

奈良市長 仲川 元庸 様 

 

 

下記の法人を構成員とします。 

 

 

応募者名 

（代表法人） 

（法人名） 

 

 

 

構成員 （法人名） 

 

（代表者） 

                           印 

（所在地）〒 

 

（電話番号） 

 

 ※法人代表者印は、印鑑証明と同じ印を捺印し、印鑑証明書及び履歴事項全部証明書も提

出してください。 

 

 

構成員の 

連絡担当者 

（所属部署） 

 

（担当者名） 

 

（所在地）〒 

 

（電話番号） 

 

（ＦＡＸ番号） 

 

（電子メールアドレス） 
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（様式４） 

 

宣誓書 兼 個人情報の取扱いに関する同意書 

 

平成  年  月  日 

  奈良市長 仲川 元庸 様 

 

     住  所 

                           

     氏  名 

     (代表者)                ㊞ 

 

 弊社は、奈良市の公有財産売却の入札に参加申込するにあたり、弊社の役員が暴力団の構成員

（暴力団の構成団体の構成員を含みます。以下同じ。）でないことを宣誓します。 

また、このことについて、奈良市が奈良県警察に下記の情報を提供し、弊社の役員が暴力団の

構成員であるか否かについて情報の提供を受けることを承諾します。 

記 

法人名  

代表者 
 

所在地 
 

役職名 
（ふりがな） 

氏名 
生年月日 住   所 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※現在事項全部証明書に記載されている役員全員の「役職名」「氏名」「生年月日」「住所」を記入

してください。記載しきれないときはこの様式の例により作成した書面を添付してください。  
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（様式５） 

提案趣旨書 

１ 提案趣旨（総括） 

応 募 者 

の 名 称 
 

開 発 

コ ン セ プ ト 

 

 

土 地 活 用 、 

施 設 計 画 等 

の 基 本 方 針 

 

マ ー ケ ッ ト 

リ サ ー チ 等 

の 有 無 

有        無 

（どちらかに丸を付けてください。 

「有」の場合は、内容が分かるものを添付してください。） 
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２ 審査項目ごとのアピールポイント 

① 観光振興及び商業振興への寄与 

    ・宿泊施設を含むもの 

      または 

    ・宿泊施設を含まないもの 

【要旨（簡潔にまとめてください。）】 

 

 

 

【詳 細】 

 

 

 



- 7 - 

 

② 施設配置計画及び建築計画 

   ・施設配置・外構計画、平面計画・動線計画の適切性 

   ・道路や外部空間との関係の適切性 

   ・景観、ユニバ－サルデザイン、環境への配慮 

【要旨（簡潔にまとめてください。）】 

 

 

 

【詳 細】 
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③ 事業計画・管理運営及び実施体制・事業遂行能力 

   ・事業計画・運営計画の適切性 

   ・財務の健全性・安全性、資金調達の確実性 

   ・同種、類似事業に係る実績 

【要旨（簡潔にまとめてください。）】 

 

 

 

【詳 細】 
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（様式６） 

 

ＪＲ奈良駅西側市有地活用提案競技 

買 受 希 望 価 格 書 

平成  年  月  日 

 

奈良市長 仲川 元庸 様 

 

 

本件土地の買受希望価格は下記のとおりです。 

 

 

 

十億 

 

 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

 

 

応募者名 

（代表法人） 

（法人名） 

 

 

（代表者） 

 

                           印 

（所在地）〒 

 

 

（電話番号） 
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